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平成３１（令和元）年度福島県食品衛生監視指導計画実施結果  

第１ はじめに         

福島県では、県内に流通する食品の安全性を確保するため、食品衛生法（昭

和２２年法律第２３３号）に基づき、食品衛生監視指導計画を策定し、食品製

造施設等の監視指導を中心に、フードチェーンの各段階における重点的・効率

的な監視指導を実施しています。 

このたび、平成３１年度福島県食品衛生監視指導計画の実施結果を取りまと

めましたので公表します。 

 

第２ 概要          

１ 実施期間        

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの１年間 

 

２ 対象         

福島市、郡山市及びいわき市（以下「中核市」という。）を除く県内全域 （以

下「県内」という。） 

 

３ 対象施設及び対象者       

 食品衛生法の規定に基づく営業施設及び食品等事業者等 

 と畜場法の規定に基づくと畜場及びと畜業者等 

 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（以下「食鳥処理法」と

いう。）の規定に基づく食鳥処理場及び食鳥処理業者等 

 消費者 

 

４ 実施体制等        

(1) 監視指導等       

ア 保健福祉事務所（保健所）及び食肉衛生検査所 

県内６か所の保健福祉事務所に配置した食品衛生監視員が食品等事業

所の監視指導等を行いました。また、会津保健福祉事務所に配置したと畜
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検査員並びに食肉衛生検査所に配置したと畜検査員及び食鳥検査員が、と

畜場及び食鳥処理場の監視指導等を行いました。 

イ 保健福祉部食品生活衛生課 

食の安全・安心に関わる施策の方針や計画を策定し、各保健福祉事務所 

及び食肉衛生検査所と連絡調整のうえ、各種事業を実施しました。また、

食の安全・安心に関わる事案に対して、各保健福祉事務所、食肉衛生検査

所、庁内、国及び他の都道府県等との連絡調整を行いながら対応し、必要

な情報について公表を行いました。 

(2) 検査機関        

ア 衛生研究所 

食品衛生監視員が採取した市場流通品等の検査を実施しました。 

イ 食肉衛生検査所 

と畜場で処理された豚、馬等及び食鳥処理場で処理された食鳥肉の検査

を実施しました。 

(3) 関係機関との連携      

ア 国及び他自治体 

(ｱ) 連携対応 

複数の自治体に関連する食中毒（疑いを含む。）、違反食品等が発生し

た際に迅速かつ的確に対応するため、国及び他自治体との緊急連絡網を

整備するとともに、必要な措置を講じました。 

特に、広域食中毒が疑われる事案については、積極的に国や関連自治

体と情報共有を行い、原因究明及び拡大防止策を図りました。 

他自治体等からの情報に基づき食品事業者に対する適正表示の指導

を行いました。 

(ｲ) 会議・情報交換等 

以下の会議に出席し、国及び他の自治体等と情報交換等を行いました。 

 東北広域連携協議会 

 福島県食品表示監視協議会 

 北海道・東北ブロック食品衛生担当者会議 

 全国市場食品衛生検査所協議会北海道・東北ブロック協議会総会 

 北海道・東北各道県市獣疫衛生担当者会議 

 北海道・東北ブロック食品衛生主管課長連絡協議会 

イ 中核市 

県内の中核市保健所と緊密な連絡及び連携体制を確保し、県内全域の食

品安全事業を推進しました。 

ウ 他法令を所管する部局 



3 

 

農林水産部と連携し、生産段階における食品安全確保対策を推進しまし

た。また、食品に関する県民からの苦情、相談等が寄せられた場合は、苦

情、相談等の内容に応じ、農林水産部及び生活環境部と連携し、調査指導

を実施しました。 

エ 食品の安全に関する関係部局等との調整 

(ｱ) ふくしま食の安全・安心推進会議 

推進会議を２月に開催し、平成３１年度から３年間の「ふくしま食の

安全・安心対策プログラム（第３期）」について、平成３１年度におけ

る各指標・目標の達成状況、各事業の評価と次年度に向けた対応等を確

認しました。 

(ｲ) 食の安全対策本部 

県民の食の安全・安心に対する信頼を大きく揺るがし、かつ、県民に

与える影響が大きい事案が発生した際は、関係部局等で構成する｢食の

安全対策本部｣を開催し、県民の健康保護を最優先として迅速な対応に

当たることとしています。平成３１年度は、対象事案の発生はありませ

んでした。 

オ 食品関係団体との連携 

公益社団法人福島県食品衛生協会、一般社団法人福島県調理師会等の食

品関係団体と連携を図り、食品関係施設の巡回指導、食品衛生知識の普及

啓発、福島県生活衛生・食品衛生大会における優良施設の表彰等の各種事

業を実施しました。 

 

第３ 重点事業          

１ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入推進    

平成３０年６月１３日に食品衛生法等の一部を改

正する法律が公布され、原則、全ての食品等事業者へ

のＨＡＣＣＰ（ハサップ）に基づく衛生管理の導入が

制度化されたことから、速やかな導入に向けた指導を

行いました。 

また、食品衛生法で制度化されるＨＡＣＣＰの衛生

管理に、本県の重要課題である放射性物質の情報管理

を組み合わせた本県独自の「ふくしま食品衛生管理モ

デル」（以下「ふくしまＨＡＣＣＰ」という。）の導入

普及に、中核市と連携しながら取り組みました。 
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(1) ＨＡＣＣＰによる衛生管理の導入推進    

ア ふくしま HACCP アプリの開発 

県内の中小規模の食品等事業者のＨＡＣＣＰ

導入を支援するため、タブレット、スマートフ

ォン、パソコン等でふくしまＨＡＣＣＰの導入

が可能となる「ふくしまＨＡＣＣＰアプリ」（以

下「アプリ」という。）を開発し、無償で公開し

ました。 

【アプリ公開ページの URL】 

https://fukushima-haccp.com/app 

イ アプリを用いたふくしまＨＡＣＣＰ導入支援

研修会 

アプリを用いてふくしまＨＡＣＣＰの導入を

支援する研修会を、中核市を含む県内各地で１

１９回開催し、延べ１，６６１人の食品等事業者が参加し、ふくしまＨＡ

ＣＣＰを導入しました。 

ウ ふくしま HACCP 導入手引書の作成 

食品等事業者団体が作成して国が公表してい

る手引書を基に、内容をより分かりやすく整理

し、かつ、放射性物質管理も取り入れた「ふく

しまＨＡＣＣＰ導入手引書」を作成し、県内の

許可営業者をはじめとする食品事業者に配布し

ました。 

エ 消費者向け情報発信 

ふくしまＨＡＣＣＰ導入済施設へのポスター

配布・掲示、ふくしまＨＡＣＣＰポータルサイ

トの公開、フェイスブック、フリーペーパー等

各種広告媒体を用いた広報活動を通じて、ＨＡＣＣＰによる食品の安全確

保に向けた取組みの必要性を周知しました。 

(2) ふくしま食品衛生管理モデルによる放射性物質管理  

アプリに出荷制限品目等の確認機能を搭載することで、原材料の安全性確

認を容易に行えるようにしたほか、上記(1)のふくしまＨＡＣＣＰの導入推

進の取組みを通じて、食品等事業者のＨＡＣＣＰの考え方に基づく放射性物

質管理を推進しました。 

また、県内で製造・加工等された加工食品等の放射性物質検査を実施して、

本県産加工食品の安全性の確認及び信頼性の確保に努めました。 

https://fukushima-haccp.com/app
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２ アニサキス食中毒対策      

(1) 生食用カツオの冷凍処理の指導     

平成３１年度は、１７件のアニサキス食中毒が発生し、平成３０年度（３

５件）に比べてほぼ半減しました。 

原因魚種としては、平成３０年度にカツオの割合が高かったのに対し、平

成 31 年度は大半が特定できなかったものの、特定又は推定された魚種はヒ

ラメ及びサバでした。 

魚介類販売施設に対して、カツオのみならず目視確認が困難な他の魚種に

ついても、冷凍処理の導入等アニサキスの確実な除去について指導助言を行

いました。 

(2) 消費者に対する情報発信      

平成 31 年度に発生したアニサキス食中毒の約 1/4 は家庭が原因施設で

あったことから、自家処理した鮮魚介類についても、アニサキス食中毒対策

を指導しました。 

 

３ 食品表示基準への速やかな移行     

 平成２７年４月１日に施行された食品表示法が、５年の経過措置終了後の令

和２年４月１日に完全施行されたことから、食品表示法に基づく食品表示基準

に対応していない食品を販売している食品事業者に対し、速やかな移行を指導

しました。 

また、事業者からの問合せ・相談及び指導にあたっては、品質事項・保健事

項を所管する他の部課等と連携して対応しました。 

なお、平成３１年度は、アレルゲンの記載漏れ・期限表示の誤記載など、１

１件の食品表示法違反事例が発生しました。食品等事業者の確認不足、制度の

認識不足等が主な原因であったことから、食品の製造・販売時における表示の

確認の徹底、食品表示基準に基づく適正表示等を指導しました。 

 

第４ 重点事業以外の業務       

１ 監視指導        

(1) 食品営業施設等の監視      

 食品関連施設への立入検査を実施し、施設基準の適合状況、施設の衛生管
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理状況、食品表示等について確認しました（別表１）。 

また、過去の食中毒・違反食品の発生頻度、製造・販売される食品の流通

の広域性、製造技術の特殊性等を考慮した重点監視施設については、監視目

標は達成できなかった（別表２）ものの、ＨＡＣＣＰ導入済施設は着実に増

加しました。引き続き、令和３年６月のＨＡＣＣＰ制度化の完全施行に向け

て、ＨＡＣＣＰが導入されていない施設に対する導入普及を積極的に実施し、

ＨＡＣＣＰ導入のための助言等を行っていきます。 

(2) と畜場・食鳥処理場の監視     

と畜場及び食鳥処理場に対しては、構造設備や衛生管理の基準に適合してい

ることを確認するとともに、と畜場法第１４条の規定に基づくと畜検査及び食

鳥処理法第１５条の規定に基づく食鳥検査を実施しました。 

【と畜検査結果】 

畜種 
検査 

頭数 

措置 

禁止 全部廃棄 一部廃棄 

牛 - - - - 

馬 １，７４５ ０ ３ ７５２ 

豚 ２２，８１９ ０ ５ ９，５３４ 

めん羊 - - - - 

山羊 - - - - 

計 ２４，５６４ ０ ８ １０，２８６ 

【食鳥検査結果】 

畜種 
検査 

羽数 

措置 

禁止 全部廃棄 一部廃棄 

鶏（ブロイラー） ４，４８８，８８８ ２７，０３５ ２０，４２６ ２３，８０９ 

鶏（成鶏） ３，９９３ １３ ３５ １４ 

あひる - - - - 

七面鳥 - - - - 

計 ４，４９２，８８１ ２７，０４８ ２０，４６１ ２３，８２３ 

 

２ 食品等の試験検査結果      

これまでの立入検査の結果及び製造等施設の衛生管理状況を踏まえ、違反の

可能性が比較的高いと考えられる食品等の検査を行いました（別表３）。検査

において違反が確認された事例はありませんでした。 
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３ 一斉取締り等の実施       

食中毒のリスクが増加する夏期及び食品等の流通量が増加する年末時期の

一斉取締りとして、重点的に監視指導及び検査を行いました。 

 夏 期 年 末 

監 視 件 数 ２，８５０件 ８４５件 

検 査 検 体 数 １９３検体 １３４検体 

 

４ 食品等事業者による自主的な衛生管理の推進   

(1) 食品衛生責任者の養成      

食品衛生責任者養成講習会は、実施機関として県が指定した公益社団法人

福島県食品衛生協会が主体となり、一部の科目については各保健福祉事務所

（保健所）から派遣された職員を講師として実施しました。 

また、既に責任者として登録された者を対象とした実務講習会については、

各保健福祉事務所（保健所）において実施しました。 

 養成講習会 実務講習会 

開催回数 １４回 ４４回 

受講者数 ６５７名 ７９９名 

(2) と畜場の衛生管理講習会      

と畜場の管理者及び従事者を対象に、と畜場における作業衛生及び施設の

衛生管理についての講習会を実施しました。 

・ 開催回数１２回  受講者数１５７人  

(3) 食鳥処理場の衛生講習会      

食鳥処理場の管理者及び従事者を対象に、食鳥処理場における作業衛生及

び施設の衛生管理についての講習会を実施しました。 

 食鳥処理衛生管理者講習会 食鳥処理衛生教育 

開催回数 ２回 ４回 

受講者数 ３４名 ３１３名 

(4) 食品等事業者等を対象とした衛生講習会    

食中毒の発生防止や適正な食品表示の周知を図るため、各保健福祉事務所

等において食品等事業者・従事者及び集団給食施設の調理従事者に対する衛

生講習会を実施しました。 

 食品等事業者・従事者 集団給食施設従事者 

開催回数 １８７回 ２６回 

受講者数 ５，１６５名 １，１１９名 
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(5) 食品等事業者自らが行う管理者等の養成等の推進  

食品等事業者からの依頼により、食中毒の発生防止や食品表示に関して食

品衛生出前講座を実施しました。 

 開催回数 受講者数 

出前講座 ９５回 ２，７８４名 

(6) 食品衛生指導員研修会      

公益社団法人福島県食品衛生協会主催の食品衛生指導員研修会に講師を

派遣し、食品営業者の指導に必要な技術、知識に関する講習を行いました。                    

・ 派遣回数１回  受講者数４４人 

(7) 優良施設等の表彰      

令和元年１１月１２日、福島県食品衛生大会において、優良施設として飲

食店営業等１４施設の県知事表彰を行いました。 

 

５ 食品衛生監視員等の育成      

食品衛生監視員、と畜検査員、食鳥検査員及び衛生研究所職員を各種研修会

等へ派遣し、専門知識の習得及び技術の研鑽を図り、資質の向上に努めました。 

研修会等の名称 実施主体 
実施 

時期 

派遣 

者数 

食品安全行政講習会 厚生労働省 ５月 ２名 

食品衛生検査施設信頼性確保部門責任者

等研修会 
厚生労働省 ６月 ２名 

食品衛生監視員・環境衛生監視員等初任者

業務研修会 
福島県 ９月 ４名 

都道府県等食品表示担当者研修 消費者庁 ９月 １名 

全国食品衛生監視員研修会 厚生労働省 １０月 １名 

HACCP 指導者養成研修会（北海道・東

北ブロック） 
厚生労働省 １０月 １名 

HACCP システムに係る食品衛生監視員

東北ブロック講習会 
秋田県 １１月 ３名 

食肉衛生検査技術研修会 厚生労働省 １月 １名 

食鳥肉衛生検査技術研修会 厚生労働省 １月 １名 

食品衛生・環境衛生監視員業務研修会 福島県 ２月 ３０名 

 

 



9 

 

第５ 食中毒等の健康危機発生時の対応     

１ 食中毒の発生状況       

平成３１年度の

県内の発生件数及

び患者数は、２２

件４３人でした

（前年度；４０件

６４人）。アニサキ

スによる食中毒が

減少したことで、

前年度に比べ発生

件数が大きく減少

しました。 

 

 

２ 違反食品等の発生状況      

平成３１年度は、県内

で２１件の食品衛生法

又は食品表示法に違反

する事案が発生しまし

た。違反食品等を発見し

た際は、当該食品等が販

売又は営業上使用され

ないよう廃棄、回収等の

措置を速やかに講じる

とともに、原因究明調査

を行い再発防止対策の

指導を行いました。 

 

第６ リスクコミュニケーションの実施と情報提供    

１ 県民への情報提供及び意見の交換     

【違反食品発生状況（県内）】 

不良理由 違反件数 

食品衛生法 

規格基準違反 ６ 

品質不良 ３ 

異物混入 １ 

食品表示法 

期限表示の誤記載 

義務表示事項の記載漏れ 

添加物の記載漏れ 

アレルゲンの記載漏れ 

１１ 

計 ２１ 

0 10 20 30 40

Ｈ３１年度

Ｈ３０年度

【食中毒発生状況（県内）】

アニサキス
ノロウイルス
植物性自然毒
カンピロバクター
クドア・セプテンプンクタータ
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(1) 情報提供        

ア 報道機関へ情報提供したもの 

 食中毒（様）事件の発生について 

 違反食品等の自主回収等について 

 加工食品等の放射性物質検査結果について 

 あんぽ柿及び干し柿等の乾燥果実の加工自粛要請について 

イ ホームページに掲載したもの 

上記の他、原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限等の指示に伴う

要請及び県による出荷自粛要請等について、注意を喚起しました。 

ウ その他 

県政広報テレビ番組により食中毒予防に関する啓発を実施しました。 

(2) 意見交換会       

各保健福祉事務所において、以下の食品衛生懇談会等を開催しました。 

 開催回数 
参加者数 

消費者 事業者 計 

食品衛生懇談会等 ５回 ４０名 ２６名 ６６名 

 

２ 消費者への普及啓発       

家庭における食中毒防止対策、食品表示の見方等について、各種広報媒体の

活用又は各保健福祉事務所（保健所）が実施する出前講座により、消費者への

啓発及び情報提供を行いました。 

 開催回数 受講者数 

出前講座 １０回 １６０名 
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別表１ 業種別監視件数 

許可を要する業種 施設数 監視件数  許可を要しない業種 施設数 監視件数 

飲

食

店

営

業 

一 般 食 堂 ・ レ ス ト ラ ン 等 4,500  1,141   集

団

給

食

施

設 

学 校 212 124 

仕 出 し 屋 ・ 弁 当 屋 572  242   病 院 ・ 診 療 所 54 44 

旅 館 945  483   社 会 福 祉 施 設 194 13 

そ の 他 3,868  2,665   保 育 所 197 32 

（ 小 計 ） 9,890  4,536   事 業 所 35 6 

菓 子 製 造 業 1,632  1,033   そ の 他 9 8 

乳 処 理 業 6  13   （ 小 計 ） 701 227 

乳 製 品 製 造 業 19  19   乳 さ く 取 業 373 4 

集 乳 業 2  4   食

品

製

造

業 

漬 物 製 造 業 777 44 

魚 介 類 販 売 業 1,338  368   野菜類（漬物を除く）加工業 139 56 

魚 介 類 せ り 売 り 営 業 8  31   魚 介 類 加 工 業 14 7 

魚 肉 ね り 製 品 製 造 業 1  0   こんにゃく製造業 41 3 

食品の冷凍又は冷蔵業 47  30   そ の 他 938 110 

かん詰又はびん詰食品製造業 176  58   （ 小 計 ） 1,909 220 

喫 茶 店 営 業 1,769  478   野 菜 果 物 販 売 業 1,754 252 

あ ん 類 製 造 業 25  8   そ う ざ い 販 売 業 1,369 198 

アイスクリーム類製造業 98  45   菓子（パンを含む）販売業 4,698 241 

乳 類 販 売 業 2,296  353   食品販売業（上記以外） 5,035 478 

食 肉 処 理 業 74  27   添 加 物 の 製 造 業 1 0 

食 肉 販 売 業 1,410  396   添 加 物 の 販 売 業 902 111 

食 肉 製 品 製 造 業 17  18   器具・容器包装・おもちゃの製造業 5 2 

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業 4  3   器具・容器包装・おもちゃの販売業 1,311 569 

食 用 油 脂 製 造 業 25  5   合 計 18,058 2,302 

み そ 製 造 業 198  43      

醤 油 製 造 業 34  7      

ソ ー ス 類 製 造 業 37  14      

酒 類 製 造 業 69  16      

豆 腐 製 造 業 87  22      

納 豆 製 造 業 19  8      

め ん 類 製 造 業 288  73      

そ う ざ い 製 造 業 487  148      

添 加 物 製 造 業 7  1      

清 涼 飲 料 水 製 造 業 75  57      

氷 雪 製 造 業 10  19      

氷 雪 販 売 業 22  6      

合 計 20,170  7,839      
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別表２ 監視指導結果 

施設分類の考え方 対象施設 監視目標 
対象 

施設数 

監視実績 

（カッコ内は監視率） 

常に大量または多品目の食品等を取扱うことから、 

定期的な監視が必要な施設 

 卸売市場 
６回 

/年以上 
８ 

２８ 

（３．５） 

 と畜場・食鳥処理場 
４回 

/年以上 
１１ 

２０ 

（１．８） 

 大型小売店 
２回 

/年以上 
１５４ 

１３３ 

（０．９） 

【重点監視対象施設】 

 大規模製造加工施設 

 広域流通食品（特産品を含む）を製造・加工する施設 

 複雑な工程で製造・加工が行われ、食中毒や不良食品等の発生が想定

される施設 

ＨＡＣＣＰ 

未導入施設 

２回 

/年以上 
２１９ 

１４９ 

（０．７） 

ＨＡＣＣＰ 

導入済施設 

１回 

/年以上 
１０９ 

８５ 

（０．８） 

 観光地関連施設 

 観光地など利用者の多くが広域に及ぶ施設 

ＨＡＣＣＰ 

未導入施設 

２回 

/年以上 
５９６ 

２８４ 

（０．５） 

ＨＡＣＣＰ 

導入済施設 

１回 

/年以上 
６８ 

３９ 

（０．６） 

 大量調理施設 

 同一メニューを大量に調理する施設（300 食/回、700 食/日 以上） 

ＨＡＣＣＰ 

未導入施設 

２回 

/年以上 
４６ 

３４ 

（０．７） 

ＨＡＣＣＰ 

導入済施設 

１回 

/年以上 
９１ 

５６ 

（０．６） 
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別表３ 食品の試験検査結果 

分類 検査内容 
検査 

検体数 

違反 

検体数 

加工食品等の放射

性物質検査 

出荷前又は流通段階において、県内産農林畜

水産物等を原材料とする加工食品等を中心に

放射性物質の検査を実施しました。 

１，２８９ ０ 

野菜、果物等の残留

農薬 

流通量が多いと考えられる県内産、県外産及

び輸入の農産物を選定し、残留農薬の検査を

実施しました。 

５４ ０ 

食品の抗生物質等 
畜水産食品について、抗生物質等の成分規格

に関する検査を実施しました。 
２２ ０ 

食肉の残留動物用

医薬品及び飼料添

加物 

と畜場・食鳥処理場において処理される家

畜・家きんについて、動物用医薬品及び飼料

添加物の残留基準に関する検査を実施しまし

た。 

５３ ０ 

県産米のカドミウ

ム 

県内で生産される米についてカドミウムの検

査を実施しました。 
７ ０ 

麻痺性及び下痢性

貝毒 

県内に流通するアサリ・ホタテガイについて

貝毒の検査を実施しました。 
４ ０ 

食品等の成分規格 
成分規格が設定されている食品について、定

められた項目の検査を実施しました。 
１３４ ０ 

衛生状態の確認 

成分規格の設定されていない食品について、

衛生状態を把握するため、細菌数及び大腸菌

群の項目について検査を実施しました。 

６２  

加工食品等に使用

された添加物 

保存料、発色剤等の使用量の多い添加物等を

選定し、使用基準が定められた項目について

検査を実施しました。 

７７ ０ 

加工食品等の病原

微生物 

加工食品について、食中毒の原因となる腸管

出血性大腸菌、サルモネラ属菌、黄色ブドウ

球菌等の検査を実施しました。 

１２７  

 


